
奈良県警察本部告示第３２号

令和７年１２月奈良県警察本部告示第７０号（奈良県警察における奈良県公安委員会

等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の施行に関する規程）の一

部を次のように改正し、令和８年５月２１日から施行する。

令和８年５月１９日

奈良県警察本部長 宮 西 健 至

第３条中「識別符号」を「識別番号」に、「暗証符号」を「暗証番号」に改める。
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